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(57)【要約】
【課題】本発明は仮想セルの動的コントロールプレーン
シグナリングの伝送方法及びシステムを開示する。
【解決手段】仮想セルの動的コントロールプレーンシグ
ナリングの伝送方法は、送信側は仮想セルを構築した基
地局集合からコントロールプレーンシグナリングの伝送
チャネルとして基地局を選択するステップと、送信側は
選択した基地局によってコントロールプレーンシグナリ
ングを受信側に伝送するステップと、を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信側は仮想セルを構築した基地局集合からコントロールプレーンシグナリングの伝送
チャネルとして基地局を選択するステップと、
　前記送信側は選択した前記基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを受
信側に伝送するステップと、を含む仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリングの
伝送方法。
【請求項２】
　前記送信側は選択した前記基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを受
信側に伝送することは、前記送信側は選択した前記基地局によって１本の無線リソースコ
ントロールＲＲＣメッセージのシグナリングデータを前記受信側に完全に伝送するステッ
プを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仮想セルを構築した基地局集合は、ＲＲＣメッセージのシグナリングデータを伝送
・受信するための無線ベアラを予め作成したマスター基地局及びスレーブ基地局を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記マスター基地局のユーザープレーンには、パケットデータコンバージェンスプロト
コルＰＤＣＰ、無線リンク制御レイヤプロトコルＲＬＣ、メディアアクセス制御ＭＡＣ及
び物理層ＰＨＹプロトコルスタックが存在し、前記スレーブ基地局のユーザープレーンに
は、ＭＡＣとＰＨＹプロトコルスタックが存在する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記送信側はユーザー装置であり、前記受信側はマスター基地局である、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記送信側はマスター基地局であり、前記受信側はユーザー装置である、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　前記送信側は仮想セルを構築した基地局集合からスレーブ基地局を、ＲＲＣメッセージ
のシグナリングデータを伝送するチャネルとして選択する時、前記送信側は選択した前記
基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを受信側に伝送することは、前記
送信側はシグナリング無線ベアラＳＲＢの無線リンク制御レイヤプロトコルＲＬＣプロト
コルデータユニットＰＤＵをスレーブ基地局に伝送するステップを含む、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　仮想セルを構築した基地局集合からコントロールプレーンシグナリングの伝送チャネル
として基地局を選択するように設置された選択モジュールと、
　選択した前記基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを受信側に伝送す
るように設置された伝送モジュールと、を含む仮想セルの動的コントロールプレーンシグ
ナリングの伝送システム。
【請求項９】
　前記伝送モジュールは、選択した前記基地局によって１本のＲＲＣメッセージのシグナ
リングデータを前記受信側に伝送するように設置されている、請求項８に記載のシステム
。
【請求項１０】
　前記仮想セルを構築した基地局集合は、ＲＲＣメッセージのシグナリングデータを伝送
・受信するための無線ベアラを予め作成したマスター基地局及びスレーブ基地局を含む、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記マスター基地局のユーザープレーンには、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ及びＰＨＹプ
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ロトコルスタックが存在し、前記スレーブ基地局のユーザープレーンには、ＭＡＣとＰＨ
Ｙプロトコルスタックが存在する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令
が記憶される、コンピュータ可読記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は無線通信技術に関するが、それに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信のユーザーが増加するに伴い、その応用シーンが幅広くなり、モバイルインタ
ーネット、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）及びほかのサービスアプリ
ケーションの急速な発展は第五世代モバイル通信技術（５Ｇ）の発展を推進する主要な駆
動力となっている。従って、高速データサービス及びどこにでもあるアクセスニーズが爆
発的な成長を示している。２０２０年までに、サービス量は従来のサービス量の１０００
倍になると予測されている。従って、未来のユーザーサービスニーズを満たすために、広
帯域無線アクセスネットワークの能力を向上させる必要がある。
【０００３】
　広帯域無線アクセスのニーズに対し、現在、欧州連合、中国、日本、米国等は第五世代
モバイル通信システムのニーズと主要技術についての研究を開始している。ネットワーク
スループットを向上させるための主要な手段には、ポイントツーポイントリンクの伝送速
度の向上、スペクトルリソースの拡張、高密度に配置された異種ネットワークが含まれる
。そのうち、高密度に配置された異種ネットワークは従来のサービス量の２０～３０倍を
サポートし、超高密度ネットワーク（ＵＤＮ、Ｕｌｔｒａ　Ｄｅｎｓｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）環境において、セルのカバー面積を減少させることで、スペクトルリソースの空間再利
用率を向上させる。しかしながら、ＵＤＮ小基地局は比較的高いリンク品質を提供できる
が、カバー面積が非常に小さいため、ユーザーの高速移動を良好にサポートできず、例え
ば仮想セルの概念を導入し、すなわちユーザーを中心として、ユーザーのために仮想セル
を動的に構築する新たな解決技術が現在提案されている。図１に示すように、仮想セルは
３つの基地局（ＢＳ、Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）から構成され、１つのマスター基地局
（Ｍａｓｔｅｒ　ＢＳ）及び２つのスレーブ基地局（Ｓｌａｖｅ　ＢＳ）を含む。１つの
移動局（ＭＳ、Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）は、これら３つの基地局それぞれと接続
することで、移動過程でのサービス基地局の変更によってサービスが頻繁に中断されると
いう、ユーザーエクスペリエンスを損なう問題を解決する。
【０００４】
　図１からわかるように、関連技術では、コントロールプレーンシグナリングはマスター
基地局でユーザーに送信されるが、実際、マスター基地局も１つの小セルであるため、ユ
ーザーがコントロールプレーンシグナリングを確実に受信できるようにするには、通常、
マスター基地局を頻繁に変更する必要があり、それにより、ユーザーにとって、マスター
基地局が常にユーザーとのチャネル接続品質が最適な基地局であることを確保する。しか
し、このような頻繁なマスター基地局の変更はコントロールプレーンシグナリングとユー
ザープレーンデータとの頻繁な同期化につながり、Ｌ２仮想化に不利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以下は、本明細書で詳細に説明される主旨の概要である。本概要は特許請求の範囲の保
護範囲を制限するものではない。
【０００６】
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　本発明の実施例は仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリングの伝送方法及びシ
ステムを提供し、関連技術ではコントロールプレーンシグナリングを確実に受信するよう
に、マスター基地局を頻繁に変更する問題を解決することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施例は、送信側が仮想セルを構築した基地局集合からコントロールプレーン
シグナリングの伝送チャネルとして基地局を選択するステップと、前記送信側が前記選択
した基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを受信側に伝送するステップ
と、を含む仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリングの伝送方法を提供する。
【０００８】
　本発明の実施例は、仮想セルを構築した基地局集合からコントロールプレーンシグナリ
ングの伝送チャネルとして基地局を選択するように設置された選択モジュールと、前記選
択した基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを受信側に伝送するように
設置された伝送モジュールと、を含む仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリング
の伝送システムをさらに提供する。
【０００９】
　本発明の実施例は、上記いずれかに記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可能
命令が記憶されるコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施例において、送信側は仮想セルを構築した基地局集合からコントロールプ
レーンシグナリングの伝送チャネルとして基地局を選択し、選択した基地局によってコン
トロールプレーンシグナリングを受信側に伝送する。本発明の実施例によれば、コントロ
ールプレーンシグナリングの伝送過程において、マスター基地局を頻繁に変更することを
回避するとともに、コントロールプレーンシグナリングをネットワーク側とユーザーとの
間で確実に伝送できることを保証し、マスター基地局の頻繁な変更によるソースマスター
基地局とターゲットマスター基地局との間でのコントロールプレーンシグナリングデータ
の同期化及びサービスデータの同期化の問題を軽減させ、基地局間のバックホール（ｂａ
ｃｋｈａｕｌ）伝送オーバヘッドを減少させる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　図面と詳細な説明を閲覧して理解することにより、ほかの態様についても理解すること
ができる。
【００１２】
【図１】図１は関連技術の超高密度セル配置時の仮想セルの模式図である。
【図２】図２は本発明の実施例に係る仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリング
の伝送方法のフローチャートである。
【図３】図３は本発明の実施例におけるシグナリングデータがマスター基地局とスレーブ
基地局で伝送されるユーザープレーンプロトコルスタックの模式図である。
【図４】図４は本発明の一実施例における下りコントロールプレーンシグナリングの伝送
模式図である。
【図５】図５は本発明の一実施例における下りコントロールプレーンシグナリングの伝送
模式図である。
【図６】図６は本発明の一実施例における上りコントロールプレーンシグナリングの伝送
模式図である。
【図７】図７は本発明の一実施例における上りコントロールプレーンシグナリングの伝送
模式図である。
【図８】図８は本発明の実施例における仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリン
グの伝送システムの模式図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１４】
　図２は本発明の実施例に係る仮想セルの動的コントロールプレーンシグナリングの伝送
方法のフローチャートである。図２に示すように、本発明の実施例に係る仮想セルの動的
コントロールプレーンシグナリングの伝送方法は、以下のステップを含む。
【００１５】
　ステップ１１、送信側は仮想セルを構築した基地局集合からコントロールプレーンシグ
ナリングの伝送チャネルとして基地局を選択する。
【００１６】
　ステップ１２、送信側は選択した基地局によってコントロールプレーンシグナリングを
受信側に伝送する。
【００１７】
　送信側は選択した基地局によってコントロールプレーンシグナリングを受信側に伝送す
ることは、送信側は選択した基地局によって１つのＲＲＣメッセージのシグナリングデー
タを受信側に完全に伝送するステップを含む。
【００１８】
　一実施例において、送信側はマスター基地局、受信側はユーザー装置である。
【００１９】
　一実施例において、送信側はユーザー装置、受信側はマスター基地局である。
【００２０】
　本実施例において、仮想セルを構築した基地局集合は、ＲＲＣメッセージのシグナリン
グデータを伝送・受信するための無線ベアラを予め作成したマスター基地局及びスレーブ
基地局を含む。マスター基地局のユーザープレーンには、パケットデータコンバージェン
スプロトコル（ＰＤＣＰ、Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）、無線リンク制御レイヤプロトコル（ＲＬＣ、Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）、メディアアクセス制御（ＭＡＣ、Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）及び物理層（ＰＨＹ）プロトコルスタックが存在する。スレーブ基地局のユーザープ
レーンには、ＭＡＣとＰＨＹプロトコルスタックが存在する。
【００２１】
　送信側は、たとえばマスター基地局（Ｍａｓｔｅｒ　ＢＳ）、受信側は、たとえばユー
ザー装置であり、図３に示すように、送信側は仮想セルを構築した基地局集合からスレー
ブ基地局をＲＲＣメッセージのシグナリングデータを伝送するチャネルとして選択する時
、送信側は選択した基地局によってコントロールプレーンシグナリングを受信側に伝送す
ることは、送信側はシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ、Ｓｉｇｎａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅ
ａｒｅｒ）の無線リンク制御レイヤプロトコルＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ
、Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）をスレーブ基地局に伝送するステップを含む
。
【００２２】
　また、実際に応用するとき、送信側はたとえば基地局伝送命令の品質及びリソース利用
の状況に応じて、仮想セルを構築した基地局集合から適切な基地局をコントロールプレー
ンシグナリングの伝送チャネルの基地局として選択する。
【００２３】
　図４は本発明の一実施例における下りコントロールプレーンシグナリングの伝送模式図
である。本実施例において、３つの基地局がユーザーに仮想セルを構成し、基地局１はマ
スター基地局（Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳ）、基地局２と基地局３はそれぞれスレーブ基地局（
Ｓｌａｖｅ－ＢＳ）であり、それぞれＳｌａｖｅ－ＢＳ１（スレーブ基地局１）とＳｌａ
ｖｅ－ＢＳ２（スレーブ基地局２）と称される。図４では、矢印方向は下りコントロール
プレーンシグナリングの流れ方向である。
【００２４】
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　図４に示すように、下りコントロールプレーンシグナリングのＴ１～Ｔ２期間内での伝
送データ過程は以下のステップを含む。
【００２５】
　ステップ１０１、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳはＲＲＣメッセージを作成し、且つ仮想セルを構
築した基地局集合からＳｌａｖｅ－ＢＳ２を、該ＲＲＣメッセージを伝送する基地局とし
て選択し、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳの無線リソースコントロール（ＲＲＣ、Ｒａｄｉｏ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコルスタックによってＲＲＣメッセージを管理す
る（生成、変更及び削除を含む）。
【００２６】
　ステップ１０２、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのＲＲＣ層はＲＲＣメッセージをＭａｓｔｅｒ－
ＢＳのユーザープレーンに伝送するとともに、伝送宛先のターゲット基地局と（又は）タ
ーゲットセルをユーザープレーンに指示する。
【００２７】
　ステップ１０３、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのユーザープレーンはシグナリングデータＰＤＵ
をＳｌａｖｅ－ＢＳ２のユーザープレーンに伝送する。
【００２８】
　ステップ１０４、Ｓｌａｖｅ－ＢＳ２のユーザープレーンはシグナリングデータを受信
すると、エアインタフェースチャネルによってユーザー装置（ＵＥ）に伝送する。
【００２９】
　ステップ１０５、ＵＥのユーザープレーンはシグナリングデータを受信すると、エアイ
ンタフェースによってＵＥのＲＲＣ層に伝送する。
【００３０】
　図５は本発明の一実施例における下りコントロールプレーンシグナリングの伝送模式図
である。本実施例において、３つの基地局がユーザーに仮想セルを構成し、基地局１はマ
スター基地局（Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳ）、基地局２と基地局３はそれぞれスレーブ基地局（
Ｓｌａｖｅ－ＢＳ）であり、それぞれＳｌａｖｅ－ＢＳ１（スレーブ基地局１）とＳｌａ
ｖｅ－ＢＳ２（スレーブ基地局２）と称される。図５では、矢印方向は下りコントロール
プレーンシグナリングの流れ方向である。
【００３１】
　図５に示すように、下りコントロールプレーンシグナリングのＴ３～Ｔ４期間内での伝
送データ過程は以下のステップを含む。
【００３２】
　ステップ２０１、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳはＲＲＣメッセージを作成し、且つ仮想セルを構
築した基地局集合からＭａｓｔｅｒ－ＢＳ自体を、該ＲＲＣメッセージを伝送する基地局
として選択し、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのＲＲＣプロトコルスタックによってＲＲＣメッセー
ジを管理する（生成、変更及び削除を含む）。
【００３３】
　ステップ２０２、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのＲＲＣ層はＲＲＣメッセージをＭａｓｔｅｒ－
ＢＳのユーザープレーンに伝送するとともに、伝送宛先のターゲット基地局と（又は）タ
ーゲットセルをユーザープレーンに指示する。
【００３４】
　ステップ２０３、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのユーザープレーンはシグナリングデータを本基
地局のエアインタフェースチャネルによってユーザー（ＵＥ）に伝送する。
【００３５】
　ステップ２０４、ＵＥのユーザープレーンはシグナリングデータを受信すると、エアイ
ンタフェースによってＵＥのＲＲＣ層に伝送する。
【００３６】
　図６は本発明の一実施例における上りコントロールプレーンシグナリングの伝送模式図
である。本実施例において、３つの基地局がユーザーに仮想セルを構成し、基地局１はマ
スター基地局（Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳ）、基地局２と基地局３はそれぞれスレーブ基地局（



(7) JP 2018-520559 A 2018.7.26

10

20

30

40

50

Ｓｌａｖｅ－ＢＳ）であり、それぞれＳｌａｖｅ－ＢＳ１（スレーブ基地局１）とＳｌａ
ｖｅ－ＢＳ２（スレーブ基地局２）と称される。図６では、矢印方向は上りコントロール
プレーンシグナリングの流れ方向である。
【００３７】
　図６に示すように、上りコントロールプレーンシグナリングのＴｕ１～Ｔｕ２期間内で
の伝送データ過程は以下のステップを含む。
【００３８】
　ステップ３０１、ＵＥのＲＲＣ層はＲＲＣメッセージを作成し、且つ仮想セルを構築し
た基地局集合からＳｌａｖｅ－ＢＳ１を、該ＲＲＣメッセージを伝送する基地局として選
択し、ＵＥのＲＲＣプロトコルスタックによってＲＲＣメッセージを管理する（生成、変
更及び削除を含む）。
【００３９】
　ステップ３０２、ＵＥのＲＲＣ層はＲＲＣメッセージをＵＥのユーザープレーンに伝送
するとともに、伝送宛先のターゲット基地局と（又は）ターゲットセルをユーザープレー
ンに指示する。
【００４０】
　ステップ３０３、ＵＥのユーザープレーンはシグナリングデータＰＤＵを受信すると、
エアインタフェースによってＳｌａｖｅ－ＢＳ１のユーザープレーンに伝送する。
【００４１】
　ステップ３０４、Ｓｌａｖｅ－ＢＳ１のユーザープレーンはシグナリングデータを受信
すると、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのユーザープレーンに伝送する。
【００４２】
　ステップ３０５、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのユーザープレーンはシグナリングデータを受信
すると、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのＲＲＣ層に伝送する。
【００４３】
　図７は本発明の一実施例における上りコントロールプレーンシグナリングの伝送模式図
である。本実施例において、３つの基地局がユーザーに仮想セルを構成し、基地局１はマ
スター基地局（Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳ）、基地局２と基地局３はそれぞれスレーブ基地局（
Ｓｌａｖｅ－ＢＳ）であり、それぞれＳｌａｖｅ－ＢＳ１（スレーブ基地局１）とＳｌａ
ｖｅ－ＢＳ２（スレーブ基地局２）と称される。図７では、矢印方向は上りコントロール
プレーンシグナリングの流れ方向である。
【００４４】
　図７に示すように、上りコントロールプレーンシグナリングのＴｕ３～Ｔｕ４期間内で
の伝送データ過程は以下のステップを含む。
【００４５】
　ステップ４０１、ＵＥのＲＲＣ層はＲＲＣメッセージを作成し、且つ仮想セルを構築し
た基地局集合からＭａｓｔｅｒ－ＢＳを、該ＲＲＣメッセージを伝送する基地局として選
択し、ＵＥのＲＲＣプロトコルスタックによってＲＲＣメッセージを管理する（生成、変
更及び削除を含む）。
【００４６】
　ステップ４０２、ＵＥのＲＲＣ層はＲＲＣメッセージをＵＥのユーザープレーンに伝送
するとともに、伝送宛先のターゲット基地局と（又は）ターゲットセルをユーザープレー
ンに指示する。
【００４７】
　ステップ４０３、ＵＥのユーザープレーンはシグナリングデータＰＤＵをエアインタフ
ェースによってＭａｓｔｅｒ－ＢＳに伝送する。
【００４８】
　ステップ４０４、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのユーザープレーンはシグナリングデータを受信
すると、Ｍａｓｔｅｒ－ＢＳのＲＲＣ層に伝送する。
【００４９】
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　図８に示すように、本発明の実施例は、仮想セルを構築した基地局集合からコントロー
ルプレーンシグナリングの伝送チャネルとして基地局を選択するように設置された選択モ
ジュール８１と、前記選択した基地局によって前記コントロールプレーンシグナリングを
受信側に伝送するように設置された伝送モジュール８２と、を含む仮想セルの動的コント
ロールプレーンシグナリングの伝送システムをさらに提供する。
【００５０】
　上記選択モジュール８１及び伝送モジュール８２は送信側に設置される。送信側はたと
えばマスター基地局であり、それに対応し、受信側はたとえばユーザー装置である。又は
、送信側はたとえばユーザー装置、受信側はたとえばマスター基地局である。
【００５１】
　伝送モジュール８２は、前記選択した基地局によって１本のＲＲＣメッセージのシグナ
リングデータを前記受信側に完全に伝送するように設置されている。
【００５２】
　仮想セルを構築した基地局集合は、ＲＲＣメッセージのシグナリングデータを伝送・受
信するための無線ベアラを予め作成したマスター基地局及びスレーブ基地局を含む。マス
ター基地局のユーザープレーンはＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ及びＰＨＹプロトコルスタッ
クが存在する。スレーブ基地局のユーザープレーンはＭＡＣとＰＨＹプロトコルスタック
が存在する。
【００５３】
　また、上記システムの処理過程は上記方法と同様であるため、ここでは重複説明を省略
する。
【００５４】
　上記実施例のすべて又は一部のステップをコンピュータプログラムにより実現できるこ
とは当業者にとって自明なことであり、前記コンピュータプログラムはコンピュータ可読
記憶媒体に記憶され、対応したハードウェアプラットフォーム（例えば、システム、機器
、装置、デバイス等）で実行され、実行時、方法実施例のステップの１つ又はそれらの組
合せを含む。
【００５５】
　好ましくは、上記実施例のすべて又は一部のステップが集積回路により実現されてもよ
く、これらのステップをそれぞれ独立した集積回路モジュールとして作製してもよく、そ
れらのうちの複数のモジュール又はステップを１つの集積回路モジュールとして作製して
もよい。
【００５６】
　上記実施例の装置／機能モジュール／機能ユニットは汎用型コンピューティング装置に
より実現され、１つのコンピューティング装置に集中されてもよく、複数のコンピューテ
ィング装置からなるネットワークに分散されてもよい。
【００５７】
　上記実施例の装置／機能モジュール／機能ユニットはソフトウェア機能モジュールの形
態として実現され、且つ独立した製品として販売又は使用される時、１つのコンピュータ
可読記憶媒体に記憶されてもよい。上記コンピュータ可読記憶媒体は読み出し専用メモリ
、磁気ディスク又は光ディスク等であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の実施例によれば、コントロールプレーンシグナリングの伝送過程で、マスター
基地局を頻繁に変更することを回避するとともに、コントロールプレーンシグナリングを
ネットワーク側とユーザーとの間で確実に伝送できることを保証し、マスター基地局の頻
繁な変更によるソースマスター基地局とターゲットマスター基地局との間でのコントロー
ルプレーンシグナリングデータの同期化及びサービスデータの同期化の問題を軽減させ、
基地局間のバックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ）伝送オーバヘッドを減少させる。
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